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令
和
３
年
度
の
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
お
よ
び
国
民
健
康
保
険

税
が
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

と
な
る
方
の
保
険
料
（
税
）
は
、

６
月
以
降
、
前
年
分
（
令
和
２
年

１
月
～　

月
）
の
所
得
状
況
を
確

１２

認
し
、
年
額
を
決
定
し
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
４
・
６
・
８
月
の

特
別
徴
収
は
、
前
年
度
の
保
険
料

（
税
）
額
に
よ
り
仮
の
徴
収
額
で

行
う
「
仮
徴
収
」
に
な
り
ま
す
。

※
普
通
徴
収
（
納
付
書
や
口
座
振

替
で
納
付
）
の
方
は
、
仮
徴
収
は

あ
り
ま
せ
ん

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・

国
民
健
康
保
険
税
の
特
別
徴

収
４
・
６
・
８
月
は
仮
徴
収
期

【
令
和
３
年
２
月
に
特
別
徴
収
と

な
っ
て
い
た
方
】

　

原
則
と
し
て
、
仮
徴
収
額
は
、

令
和
３
年
２
月
の
特
別
徴
収
額
と

同
額
で
す
。

【
令
和
３
年
４
月
か
ら
新
た
に
特

別
徴
収
と
な
る
方
】

　

仮
徴
収
額
は
、
令
和
２
年
度
の

年
間
相
当
額
保
険
料
（
税
）
の
約

６
分
の
１
が
１
回
当
た
り
の
仮
徴

収
額
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、　

月
以
降
の
徴
収
額
は
、

１０

７
月
に
決
定
す
る
令
和
３
年
度
保

険
料
（
税
）
の
年
額
か
ら
仮
徴
収

合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
で
す
。

 

保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
３
２
）
、
高

０４２

３８７

齢
者
医
療
係
（
☎　

儿　

儿
９
８

０４２

３８７

問

　

申
請
す
る
場
合
は
、
必
ず
事

前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

 

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
の
被
保
険
者
（
給

与
等
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る

者
に
限
る
）
の
う
ち
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染

し
た
者
ま
た
は
同
感
染
症
の
感

染
が
疑
わ
れ
る
者
で
、
療
養
の

た
め
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
者
（
個
人
事
業
主
は
対

象
外
）

■
支
給
期
間
労
務
に
服
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
日
か
ら

起
算
し
て
３
日
を
経
過
し
た
日

か
ら
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
期
間

■
支
給
額
直
近
の
継
続
し
た
３

対

か
月
間
の
給
与
収
入
の
合
計
額

を
就
労
日
数
で
除
し
た
金
額
×

２
／
３
×
日
数
※
給
与
等
の
全

部
ま
た
は
一
部
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
場
合
は
、
支
給
額
を

調
整
ま
た
は
支
給
し
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す

■
適
用
期
間
６
月　

日
ま
で
の

３０

間
で
療
養
の
た
め
就
労
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
期
間
（
た
だ

し
、
入
院
が
継
続
す
る
場
合
等

は
最
長
１
年
６
か
月
ま
で
）

 

▽
国
民
健
康
保
険
＝
保
険
年

金
課
国
民
健
康
保
険
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
３
３
）
▽
後
期
高

３８７
齢
者
医
療
保
険
＝
都
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
お
問
合
せ
セ

ン
タ
ー
（
☎
０
５
７
０
儿　

儿
０８６

　

）
５１９ 問

３
４
）

 　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
が

亡
く
な
ら
れ
た
場
合
、
葬
祭
費
を

支
給
し
ま
す
。

 

葬
祭
を
行
っ
た
方

■
支
給
額
５
万
円

■
申
請
書
類
等
印
鑑
、
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
証
、
申
請
者
が

葬
祭
を
行
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書

類（
領
収
書
等
）、
通
帳
な
ど
振
込

先
が
わ
か
る
も
の
（
ゆ
う
ち
ょ
銀

行
の
場
合
は
通
帳
が
必
要
で
す
）

 

保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係

（
市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
３
４
）

３８７
 　

４
月
か
ら
の
国
民
年
金
保
険
料

は
、
１
万
６
千　

円
（
付
加
込
み

６１０

は
１
万
７
千　

円
）
で
す
。

１０

　

第
１
号
被
保
険
者
、
任
意
加
入

被
保
険
者
の
方
に
、
日
本
年
金
機

構
か
ら
納
付
書
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

【
退
職
し
た
方
（　

歳
未
満
）
は

６０

国
民
年
金
の
手
続
き
を
】

■
必
要
書
類
等
▽
退
職
日
が
確
認

で
き
る
も
の
（
離
職
票
、
退
職
証

明
書
、
社
会
保
険
・
厚
生
年
金
資

格
喪
失
証
明
書
な
ど
）
▽
年
金
手

帳【
学
生
納
付
特
例
は

　

毎
年
度
申
請
が
必
要
で
す
】

　

収
入
が
少
な
く
、
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
困
難
な
学
生
の
方
に

は
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ

る
学
生
納
付
特
例
が
あ
り
ま
す
。

　

令
和
２
年
度
に
申
請
し
、
引
き

続
き
令
和
３
年
度
も
希
望
す
る
場

合
は
、
再
度
申
請
が
必
要
で
す
。

■
必
要
書
類
等
▽
年
金
手
帳
▽
学

生
証
ま
た
は
在
学
証
明
書

 

保
険
年
金
課
国
民
年
金
係
（
市

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

葬
祭
費
を
支
給

対問令
和
３
年
度
国
民
年
金
保
険
料

問

役
所
第
二
庁
舎
２
階
☎　

儿　

儿

０４２

３８７

９
８
４
４
）

 　

４
月　

日
に
納
税
通
知
書
（
薄

３０

紫
色
ま
た
は
青
色
の
封
筒
）
を
発

送
し
ま
す
。

　

課
税
対
象
と
な
る
の
は
、
令
和

３
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
土

地
・
家
屋
・
償
却
資
産
を
お
持
ち

の
方
で
す
。
（
償
却
資
産
は
固
定

資
産
税
の
み
）

　

税
額
の
計
算
方
法
等
は
、
納
税

通
知
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
償
却
資
産
と
は
、
経
営
者
な
ど

が
、
そ
の
事
業
の
た
め
に
用
い
る

こ
と
が
で
き
る
構
築
物
・
機
械
・

器
具
・
備
品
等
の
こ
と
で
す

 

資
産
税
課
（
☎　

儿　

儿
９
８

０４２

３８７

２
１
）

 
【
閲
覧
】

　

ご
自
分
の
土
地
・
家
屋
・
償
却

資
産
の
評
価
額
等
が
閲
覧
で
き
ま

す
。

 

納
税
義
務
者
と
そ
の
同
世
帯
の

親
族
、
納
税
管
理
人
、
納
税
義
務

者
か
ら
の
委
任
状
を
有
す
る
代
理

人
。
借
地
人
は
当
該
土
地
、
借
家

人
は
当
該
家
屋
お
よ
び
そ
の
土
地

の
閲
覧
が
で
き
ま
す

【
縦
覧
】

　

市
内
の
土
地
や
家
屋
の
評
価
額

等
を
縦
覧
で
き
ま
す
。

 

納
税
者
と
そ
の
同
世
帯
の
親

族
、
納
税
管
理
人
、
納
税
者
か
ら

の
委
任
状
を
有
す
る
代
理
人

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

 

４
月
１
日
（
木
）
～
５
月　

日
３１

（
月
）
※
閲
覧
は
、
６
月
１
日
以

降
も
可
能
で
す

令
和
３
年
度

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

納
税
通
知
書
の
送
付

問令
和
３
年
度
課
税
台
帳
の

閲
覧
・
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

対対時

 

無
料
（
借
地
・
借
家
人
お
よ
び

縦
覧
期
間
後
の
閲
覧
は
有
料
）

 

本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許

証
、
健
康
保
険
証
等
）
。
同
世
帯

の
親
族
（
市
外
在
住
）
の
場
合
、

併
せ
て
同
世
帯
で
あ
る
こ
と
を
確

認
で
き
る
書
類
（
住
民
票
等
）
。

借
地
・
借
家
人
が
閲
覧
す
る
際

は
、
併
せ
て
借
地
・
借
家
人
で
あ

る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類
（
賃

貸
借
契
約
書
等
）

 
 

資
産
税
課
（
市
役
所
第
二
庁

舎
３
階
☎　

儿　

儿
９
８
２
１
）

０４２

３８７

 　

生
後
３
か
月
以
上
の
犬
を
飼
っ

て
い
る
方
は
、
一
生
に
一
度
の
犬

の
登
録
と
、
毎
年
１
回
の
狂
犬
病

予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
獣
医
師
会
と
合
同

で
登
録
・
予
防
注
射
を
行
い
ま
す
。

 
 
 

左
表
の
と
お
り
（
雨
天
実

施
）

  

▽
犬
の
身
体
を
清
潔
に
し
て
お

連
れ
く
だ
さ
い
▽
犬
に
病
気
・
妊

娠
等
が
あ
る
場
合
は
、
注
射
の
前

に
獣
医
師
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い

▽
丈
夫
な
引
き
綱
を
使
用
し
、
首

輪
は
し
っ
か
り
留
め
て
く
だ
さ
い

▽
犬
の
ふ
ん
を
始
末
す
る
用
具
を

お
持
ち
く
だ
さ
い
▽
す
で
に
犬
の

登
録
が
済
ん
で
い
る
方
へ
は
、
狂

犬
病
予
防
注
射
の
案
内
を
３
月
下

旬
に
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
、
必

ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い

￥持所
問犬

の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射

時
所
￥

１４：００〜
１５：００

１０：００〜
１１：００

小金井神社市杵島神社４／１９（月）
上水公園運
動施設

公民館貫井
南分館　／２０（火）

計注射
済票注射料登録料区　分

３,７５０円５５０円３,２００円−登録済
みの犬

６,７５０円５５０円３,２００円３,０００円未登録
の犬

他

 

健
康
課
健
康
係
（
☎　

儿　

儿

０４２

３２１

１
２
４
０
）

 　

み
ど
り
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り
の

た
め
、
市
で
は
保
全
す
べ
き
緑
に

対
し
て
助
成
金
を
交
付
し
ま
す
。

　

高
さ
が
１
㍍
以
上
で
総
延
長
が

　

㍍
以
上
あ
る
生
け
垣
や
、
幹
回

１０り
が
１
・
５
㍍
以
上
ま
た
は
高
さ

が　

㍍
以
上
あ
る
樹
木
等
を
対
象

１０
と
し
て
い
ま
す
。
条
件
等
詳
細
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

４
月
１
日
～　

日
（
消
印
有

３０

効
）
に
、
郵
送
ま
た
は
直
接
、
申

請
用
紙
を
環
境
政
策
課
緑
と
公
園

係
（
〒　

儿
８
５
０
４
住
所
不

１８４

要
・
市
役
所
第
二
庁
舎
４
階
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
６
０
）
へ

３８７

 　

面
積
が　

平
方
㍍
以
上
の
農
地

３００

等
で　

年
以
上
営
農
す
る
こ
と
を

３０

問保
全
緑
地
申
請
受
付
開
始

申生
産
緑
地
指
定
申
請
の

事
前
相
談
受
け
付
け

要
件
に
、
生
産
緑
地
地
区
の
指
定

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

農
地
法
に
よ
る
転
用
届
出
が
さ

れ
た
農
地
で
あ
っ
て
も
指
定
可
能

で
す
。
指
定
を
受
け
た
農
地
は
固

定
資
産
税
等
の
減
免
が
受
け
ら
れ

ま
す
。

　

条
件
等
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

■
相
談
期
間
４
月
５
日
（
月
）
～

　

日
（
火
）

２０
 

環
境
政
策
課
緑
と
公
園
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
６
０
）

０４２

３８７

 　

４
月
１
日
か
ら
、
「
ふ
れ
あ
い

メ
ロ
デ
ィ
ー
」
（
定
時
放
送
＝
イ

ッ
ツ
・
ア
・
ス
モ
ー
ル
・
ワ
ー
ル

ド
）の
放
送
時
間
が
変
わ
り
ま
す
。

■
放
送
時
間
午
後
５
時
（
４
月
～

　

月
）

１０
 

地
域
安
全
課
防
災
消
防
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
０
７
）

０４２

３８７

問ふ
れ
あ
い
メ
ロ
デ
ィ
ー
の

放
送
時
間
が
変
更

問

国
民
健
康
保
険
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の

傷
病
手
当
金
を
支
給

新型コロナ
ウイルス
感染症対策

【
生
け
垣
を
造
成
し
た
方
に

奨
励
金
を
交
付
】

　

み
ど
り
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り

の
た
め
、
新
た
に
生
け
垣
を
造

成
す
る
場
合
に
奨
励
金
を
交
付

し
て
い
ま
す
。

　

造
成
の
際
は
、
必
ず
事
前
に

お
問
い
合
わ
せ
の
う
え
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

 

環
境
政
策
課
緑
と
公
園
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
６
０
）

０４２

３８７

【
住
宅
用
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
器

等
設
置
費
用
補
助
】

　

太
陽
光
発
電
な
ど
の
住
宅
用

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
器
等
を
購
入

し
自
宅
に
設
置
し
た
方
に
、
設

問

置
費
用
を
補
助
し
ま
す
。
今
年

度
よ
り
、
断
熱
窓
が
追
加
さ
れ

ま
し
た
。

　

詳
細
は
、
環
境
政
策
課
（
市

役
所
第
二
庁
舎
４
階
）
で
配
布

し
て
い
る
要
綱
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

 

令
和
２
年
４
月
１
日
（
断
熱

窓
は
令
和
３
年
４
月
１
日
）
以

降
に
市
内
の
自
宅
に
自
家
用
と

し
て
補
助
対
象
機
器
を
設
置
し

た
方
※
市
税
等
を
滞
納
し
て
い

る
方
を
除
く

 

環
境
政
策
課
環
境
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
１
７
）

３８７
対問

環
境
に
配
慮
し
た
取
り
組
み
等
へ
の
補
助


